
 

静岡市外郭団体（静岡市国際交流協会）方針書（Ｒ５～Ｒ12） 

基本情報 

団体名 
一般財団法人 

静岡市国際交流協会 

出資額 

（比率） 

50,000千円 

（100.0％） 

市所管課 観光交流文化局国際交流課 

主な関係課 ― 

設立目的 
市民主体の広範な国際交流活動を推進することにより、静岡市の一層の国際化を促進するとともに、様々な国籍や文化、価値観を有する 

人々が安心して暮らせる共生社会の実現と世界平和の進展に寄与することを目的とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長期方針：静岡市の「地域外交基本方針」と「多文化共生推進計画」を両輪とする国際政策を推進していくため、国際業務に 

係る専門性とネットワークを活用し、「地域と世界をつなぐコーディネーター」となって施策を実施する役割を求め 

ます。 

団
体
の
役
割 

１ 地域外交の推進 
○ 海外諸都市との交流や国際協力に関する事業について、市民交流の担い手・コーディネーターとして、取組の推進を図ること。 

  ○ 海外との多様な交流の展開を通して本市への理解促進を図るとともに、本市のプレゼンス向上を図ること。 
○ 高度な専門性とネットワークを活用して、市の地域外交推進の取組を支援すること。 

（市の役割：「静岡市地域外交基本方針」の推進、国や地方自治体・外交機関・関係団体等との連携、海外交流における行政交流の推進） 
 

２ 多文化共生社会の構築 
○ やさしい日本語や多言語による情報提供、各種相談対応、災害時の支援等を通して、一人ひとりの外国人住民が安心して生活できる 

環境づくりに取り組むこと。 
○ 各種講座や地域における日本語教育の強化等を通して、教育の機会や場づくりに取り組むこと。 

  ○ 多様な文化や生活習慣への理解を深める意識向上のための事業等を通して、地域における交流の場づくりに取り組むこと。 
（市の役割：「静岡市多文化共生推進計画」の推進、国や地方自治体・関係団体等との連携、静岡市多文化共生協議会の運営） 
 

３ 人材の育成とネットワークの構築 
  ○ 国際交流・国際理解に関する多様な事業の展開を通して、国際人材の育成を図ること。 

○ 海外交流や多文化共生の推進を担うボランティア・サポーターの育成・支援、ネットワーク構築、人材ストックの活用を図ること。 
○ 市の国際化推進における関係者同士をつなぐハブとしての役割を果たし、地域外交及び多文化共生の円滑な推進を図ること。 

（市の役割：「静岡市地域外交基本方針」及び「静岡市多文化共生推進計画」の推進、人材育成・啓発事業の推進、ネットワークの活用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 市が団体に求める役割 

 

 

 

 

２ 市民に提供する価値（＝市としての公益性）  

３ 評価指標 

①地域外交の推進 

１）海外諸都市との交流件数・参加人数 

２）翻訳・通訳等による支援件数 

②多文化共生社会の構築 

１）総合相談センター相談完了率 

２）多文化交流イベント来場者の満足度 

③人材の育成とネットワークの構築 

１）講座・研修等の実施件数、参加人数 

２）ボランティア・サポーター等登録者数 

① 地域外交の推進 

価
値
（
公
益
性
） 

地域外交を通じた「世界に輝く静岡」

の実現に向け、世界の都市や人々との

様々な交流の機会を提供し、市の都市力

向上と海外でのプレゼンス向上を図りま

す。 

具
体
的
な
方
法 

○姉妹・友好都市等の海外諸都市との 

交流事業 

○海外交流による対日理解促進事業 

○公的機関への翻訳・通訳等による 

支援事業 

 

施策所管課 

国際交流課 

施策における団体の位置付け 

A（強力な活用・連携） 

 

② 多文化共生社会の構築 

価
値
（
公
益
性
） 

「多文化共生のまち」の実現に向け、

専門性とネットワークを活かし、多様な

市民の交流や協働による誰もが住みやす

いまちづくりを推進します。 

具
体
的
な
方
法 

○生活相談事業 

○多言語情報発信事業 

○地域日本語教育推進事業 

○多文化交流イベント運営事業 

○地域企業支援事業 

○防災事業 

施策所管課 

国際交流課 

施策における団体の位置付け 

A（強力な活用・連携） 

 

③ 人材の育成とネットワークの構築 

価
値
（
公
益
性
） 

市民を対象として、国際人材の育成や

多文化共生のまちの担い手づくりを通し

て、市の地域外交及び多文化共生の円滑

な推進を図るための基盤を構築します。 

具
体
的
な
方
法 

○国際人材育成事業 

○ことばや文化に関するサポーターの 

育成事業 

○ネットワークの構築や人材ストック 

の活用 

 

施策所管課 

国際交流課 

施策における団体の位置付け 

A（強力な活用・連携） 

 

団体は、上記の役割を具現化する目標を設定するとともに、その前提となる経営基盤を確立するため、経営計画を策定して事業を実施します。 

市は、経営計画に基づき、団体の役割が果たされているか、経営基盤が確立されているかを評価し、必要な関与を行います。 


